
 

介護職員等特定処遇改善加算 

 

社会福祉法人尾花沢福祉会は、令和元年より介護職員等特定処遇改善加算を取得

しています。 

・介護老人保健施設ハイマート福原 （特定加算(Ⅰ)） 

・ハイマート福原通所リハビリテーション （特定加算(Ⅰ)） 

・ハイマート福原グループホーム （特定加算(Ⅰ)） 

・特別養護老人ホームよつば荘 （特定加算(Ⅰ)） 

・ディサービスセンターよつば荘 （特定加算(Ⅱ)） 

 

賃金以外の処遇改善の主な取組み（見える化要件） 

  １．資質の向上 

     ①資格支援制度として、介護福祉士等の受験料や研修費等の補助を行うこ 

      とにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 

      ②資格取得のための施設内勉強会を希望者を対象に実施している。 

  ２．労働環境、処遇の改善 

     ①介護ソフトを活用し、情報の共有と記録の電子化により記録の軽減に 

努めている。 

     ②特浴、電動ベッド、リクライニング車いすを導入し、介護職員の腰痛 

対策等を行っている。 

     ③毎朝、ミーティングを開き情報共有を徹底している。 

     ④各種委員会の運営やマニュアルの作成を実施している。 

     ⑤年次健康診断の実施、施設内全面禁煙、職員休憩室、ロッカーを確保 

している。 

  ３．その他 

     ①非正規職員から正規職員への転換を奨励している。 

     ②新入職者の担当者を配置して、支援及び再支援を行っている。 

     ③新入職介護職員は、資格が無くても全て正規雇用を実施している。 


